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会  議  録  


会 議 の 名 称 第７回行田市総合振興計画審議会  


開 催 日 時 平成 22 年 10 月 20 日（水）  


   開会：午後２時 00 分・閉会：午後４時 15 分  


開 催 場 所 市役所 305 会議室  


出席者（委員） 


氏 名 


田口英樹委員、香川宏行委員、中村博行委員、岸田昌久委員、新井健


一委員、高橋弘行委員、原口方宏委員、小川勢津雄委員、長谷見輝生


委員、大澤由子委員、龍前三郎委員、澤田春雄委員、橋本信雄委員、


横田保良委員                 （名簿順・敬称略） 


欠席者（委員） 


氏 名 


小林友明委員、鈴木秀憲委員、根本和雄委員、小林康男委員、引地み


ち子委員、新井誠委員、斎藤孝次委員            （同上） 


事 務 局 高橋企画政策課長、森原主幹、西尾主事  


会 議 内 容 
○  第５次行田市総合振興計画基本計画（原案）について  


「はぐくみ」・「ふれあい」・「信頼」  


会 議 資 料 


（資料名・概要等）  


○  次第  


○  第５次行田市総合振興計画  基本計画原案  


○  第５回行田市総合振興計画審議会会議録  


 


会  確   


議  


録  


の  定  


確  定  年  月  日  主  宰  者  記  名  押  印  


       年   月   日              ㊞  
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 発  言  者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  


 


 


 


 


 


 


 


会 長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


※  会長あいさつ  


※  欠席委員の確認  


※  会議を「公開」とすることを決定  傍聴人なし  


質疑応答  


（１）  第５次行田市総合振興計画基本計画（原案）について  


「はぐくみ」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・ただいま事務局より説明があった。  


・はぐくみの大綱については、教育・文化・芸術という幅広い分


野にわたり７本の大きな政策を体系立てているが、これら政策


に共通するキーワード、根底に流れる考え方は「人づくり」で


はないかということを基本構想における審議で私は申し上げ


た。すべての世代に視点をおいた人材育成、まさに大綱の名の


とおり「人をはぐくむ」政策展開になっているのではないかと


思う。  


・教育の分野については、行田市は全国に先駆け、特区として尐


人数学級を実施するなど、ある意味“先見の明”を持った事業


を展開してきたところだが、確かな学力とともに社会を担う子


どもたちを育んでいくためには、基本計画に掲げた施策を基本


とした細かな展開が強く求められるところである。  


・学力低下が叫ばれている中にあって、カリキュラムに沿った学


力教育も大切だが、人格育成のための幼尐期からの心の教育と


のバランスを保ちながらの政策の推進を強く要望したいと思う


ところである。また、生涯学習についても、実りある豊かな人


生を送るためにも、市民自らが意識を持って取り組むことが必


要かと思われる。  


・続いて、スポーツや文化に関連した政策だが、スポーツ・レク


リエーションについては健康分野やコミュニティ分野にもその
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委 員  


 


 


 


 


 


効果は波及してくるものかと思うので、双方が互いに効果を上


げるようお願いしたいと思う。  


・続く歴史と文化を謳った政策だが、将来像に「古代から未来へ」


と掲げたように、行田の歴史と文化はどこにも負けない、誇れ


るものがあるとこれまでの審議会でも申し上げてきたところ


だ。ここの政策展開では、主に文化財や伝統文化の保護やＮＰ


Ｏ等と連携した歴史・文化資源のまちづくりへの活用の方向性


を示してあるがいかがか。構想部分の審議にて、「海外からのお


客さんに対しても誇れるような文化を」という言葉をいただい


たと思うが、保護育成とともに、ここにしかない歴史や文化を


広く周知することも強く求められることと思う。  


・青尐年育成に関連した政策では、政策が目指す姿にあるように、


取り組むべき主体は家庭であり地域であろうかと思うが、それ


を後押しするための行政努力というものが必要になってくると


ころではないか。  


・７本目の政策、「知的資源を生かしたまちをつくる」については、


ここでは教育という分野に限定した上で主な施策として高等教


育機関等と掲げてあるが、今後の市政運営の要に「協働」とい


う言葉があるように、計画全体を推進していくにあたっては、


他の政策との連携を踏まえながら市民のマンパワーを活用した


まちづくりを進めていただきたいと要望するところである。  


・それでは「はぐくみ」の分野全般について、皆さまからの御提


言・御意見をいただきたいと思う。よろしくお願いする。  


・言葉について、Ｐ 120 の「魅力ある教育環境づくりの推進」や


「やすらぎ」の分野にもあるように「障がい者」あるいは「障


がいのある児童」という表記になっている。現状では行田市で


は「害」と「がい」の表記の統一がされていないが、今後の在


り方として統一性を持って進めていくのかどうか伺いたい。  


・次にＰ127 政策４の「スポーツと文化・芸術活動が盛んなまち
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会 長  


 


 


 


 


事 務 局  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


をつくる」の中で、主な施策の③「スポーツ施設の整備・充実」


で、「体育施設の計画的な改修・修繕を図るとともに、学校体育


施設を有効活用する」ということで「環境整備」ということに


なっている。以前スポーツ振興審議会において教育長に対し第


２自由広場の早期建設を要望するということで答申を出した。


今後の第５次総合振興計画において体育施設の新たな整備につ


いてどのように考えているか伺いたい。  


・他の審議会や部門などでも最近時々出てくる話だが、「障がいの


ある児童や生徒」「障がい児」「障がい者」「障害者」などという


これらについて、統一した呼び方、展開を持った方がいいので


はないかということでいわれている。今回はこのように謳って


あるが事務局でのそれに対する考えはあるか。  


・こちらについては基本構想及び基本計画を作成する際に関係課


との話し合いをしたが、関係課サイドとしては現在特にひらが


なにするか漢字にするかなどの考え方はまとまっていないよう


である。しかしながら「障がい」の表記に関しては、「害」と漢


字になっても決して間違いではない。行田市の障害者団体から


ひらがな表記を求める声を直接は聞いていないが、広く捉えれ


ば「害」に対して違和感を覚えるという障がいをお持ちの方が


おられるようである。行田でもそういう声が出てきていないだ


けで、そのような気持ちの方がおられるのではないかとも思わ


れ、また尐しでもこのような表記に関して違和感を持たれる方


がおられるのであれば、総合振興計画は今後 10 年間にわたる計


画であり、だれもが親しみの持てる計画であるという考えに基


づいているので、事務局ではあえてひらがな表記とさせていた


だいたところである。今後の市としての考え方の方向性は定ま


っていないが、「害」に対する表記について動きがある中で、今


後を見据えてあえて第５次総合振興計画ではひらがな表記にし


た。  
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委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


事 務 局  


 


 


会 長  


委 員  


 


事 務 局  


 


 


 


 


委 員  


・続いて第２自由広場等に関することだが、これから総合振興計


画の下に位置づける実施計画等で議論される事柄だと思うが、


考え方は改修にとどまらず整備・充実とあるので、市民の声と


ともに財政とのバランスも考慮しながら新たな整備を視野に入


れるということを含んでの表記である。  


・ただいまの「障がい」という言葉に対する意見だが、行田市で


はスポーツ関連でいうとすでに昔「障害物競争」といわれてい


たものが今は「三種混合」になっており７～８年が経つ。昨晩


確認してきたが、行田市の障害者計画での表記は漢字の「害」


になっていた。行田市の他の文献を見ても漢字表記がほとんど


である。そして今回の５総振の基本計画では先を見据えてひら


がな表記にしたとのことだが、先ほどの事務局の説明では現在


はまとまってはいないということだった。しかしこれはまとめ


ていく必要があるのではないかと思う。市の根幹を成す計画な


ので、すべての行田市の施策において統一しなければいけない


と考える。ぜひまとめとして方向性を早急に市全体として出す


べきと思っている。  


・いわれるとおりである。やはり行政は一貫性のあるものなので


方向を庁内でまとめて、行田市として統一して使うことが必要


だと思っている。  


・ぜひそのように庁内で諮っていただきたい。  


・今の「スポーツ施設の整備・充実」についてのお話は、新たな


ものを付け加えるということか。  


・新たな整備を謳うのではなく、２行目に「だれもが快適にスポ


ーツができる環境を整備します。」とあるようにそういう必要性


等も考えた中で充実を諮っていくという方向で基本計画には位


置づけている。事務局としては今後の財源状況との関連もある


ので直接的に新たな整備としては謳えないと考える。  


・確かに行政の方で施設を充実させるのは大変いいことだが、万
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会 長  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


が一その中身が民間の事業者との摩擦を起こすようなものであ


れば、官の施設は安く使えるのが魅力なので民業が圧迫されて


しまう。そこで民間事業者が持っているいろいろなスポーツ施


設との兼ね合いについてぜひ御検討いただきながら、今後下に


降ろす時には「新たな施設の充実」ということに関してはひと


つ御検討をいただきたいと考える。  


・それから、ここの項目の全体の中では伝統というものが一番大


きく感じられる。「伝統を守る」「伝統をつなぐ」ことに関して、


ただハード面の整備や見学にきていただくことだけではなく、


市民の守っていく、つなげていくという心、勢いが一番大事だ


と思うのでそこを大きく捉えていただけないかと思う。  


・ものつくり大学に関する標記が薄いと思う。せっかく行田には


高等教育の中でのものつくり大学があるので、もう尐し何かそ


の重さをお考えいただきたいと思う。  


・特にスポーツ施設の充実については香川委員と長谷見委員は専


門分野で市民要望について毎回いろいろと検討をされている


が、主にこちらにあるのは民間業者とかち合うようなものでは


なく普段市民が自由に時間を使って運動を通して健康づくりと


ふれあいができるような施設のことであると思う。確かに今い


ろいろと民間業者が出てきているのでできればかち合わない方


がいいと思う。  


・それから伝統を守ることについて確かにハード面で整備するの


はもっともであるが、やはり市民の意識としてのソフト面がウ


エイトを占めて大事になってくるかと思われる。貴重な御提言


ありがとう。  


・ものつくり大学について、今日は先生も見えているが、これか


ら下に降ろす時にかなりの細かな部分で御協力を願うことが出


てくると思うのでひとつよろしくお願いしたいと思う。事務局


よりこの３点について改めて何かあるか。  
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事 務 局  


 


委 員  


 


 


 


事 務 局  


 


 


 


委 員  


会 長  


 


 


 


 


 


 


委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


委 員  


 


・３点すべて事務局としての考えを会長が代弁してくださった。


御意見を踏まえて推進していきたいと考えている。  


・人材育成という教育はすぐに結果が出ないので大変な面もある


かと思う。そこでひとつ伺いたい。行田は尐人数学級特区とい


うことだがその結果と、後はそれに続く新たな取り組みという


のは何かあるのか。  


・尐人数学級は行田が全国に先駆けて実施した取組みであり、市


外から非常に多くの視察もいただいた。今、国も尐人数学級の


推進を行っているので、まさにその流れこそが行田がもたらし


た効果ではないかと考えている。  


・はいわかった。  


・尐人数学級については国から特別な許可をもらって行っていた


ものであるが、子どもを尐人数に分けるため教職員が足らない


ということになる。通常教職員については県費でやるが、それ


を市費で、行田市独自でお金を出して雇うということで日本中


から教職員を募集した。それについては特に香川委員、岸田委


員には教育の分野でいろいろと骨折りをいただいているところ


である。  


・これからの若い子どもには目標を大きく持ってもらいたいと思


う。たとえばオリンピックやノーベル賞などそのくらい大きな


目標を持ってもいいと思うので、一芸に抜きん出ている子ども


がいれば市から経済的な面もバックアップしていただければさ


らに人材が伸びると思う。たとえば水泳の競技でオリンピック


を目指している大学生がいたが行田は設備が充実していないの


で他にいってやっているという話である。そういう一芸に抜き


ん出ている人材がいればさらにやる気も出て、そして施設の面


でのバックアップもあればいい人材が育つと思う。  


・先ほど 30 人学級のお話があったが、今全国的にだんだん尐人数


学級が増えてきており、行田市は 10 年ほど早い取り組みをして
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委 員  


委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


会 長  


 


きたのだと感じている。埼玉県の方も１、２年生を 35 人にする


とか、何年後かには 30 人にするとか、行田市を後追いする形で


動いている状況である。そして行田市が 10 年ほど早く取り組ん


だ結果はどうであったかということだが、学習状況調査による


と小学校は県平均より尐し下がるくらいでこんなに上がったと


いう状況ではない。しかし行田市は中学校の英語特区も取って


いるが英語の成績、特に聞き取り関係が県平均より高いという


数値が出ている。  


・群馬県の太田市も英語教育にかなり力を入れているようだ。  


・だから今後ともティームティーチングなど人数を尐なくした状


況での学習の方法には力を入れていかなければという考えを私


は持っている。  


・それから「知的資源を生かしたまちをつくる」の中に、ものつ


くり大学やテクノ・ホルティ園芸専門学校、それから進修館高


校などあるが、ものつくり大学には行田市にきていただき本当


にありがたいと思う。  


・そして今、旧行田女子高校の跡地に総合教育センターがつくら


れているが、この計画に載っていないのはなぜかと思った。現


在埼玉県にある北教育センター、南教育センター、スポーツ研


究所がひとつになった施設が来年度にはスタートする形であ


る。県内の公立高校の先生方は３万人を超えると思うが、 10 分


の１の先生が研修にこられても 3,000 人が行田にきて、総合教


育センターで教師の力を伸ばすということで初任者研修、10 年


次研修、中期研修、管理職研修などいろいろな研修を受けると


いうわけである。そのような素晴らしい施設が行田市に建設中


なので今後 10 年間を見通した形でその施設と連携を組むとい


うのはすごく大事だと私は思う。  


・総合教育センターは来年４月からという形だと思うが、ぜひそ


ういうものも生かしていければと思う。今かなり細かな部分に
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会 長  


 


 


 


 


委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


ついて県とも打ち合わせをして再度詰めている状況で、議会の


方でもかなり話題として出ている。市全体としては教育分野で


の人材育成、個人を伸ばすということが重点に置かれるのでは


と思う。いろいろ御提言ありがとう。  


・Ｐ 129 のまちづくり指標の中に「文化・芸術団体の会員数」と


いうものがある。先ほど委員から新たなスポーツ施設、民間と


の協働などのお話があったが、昨今必ず事業仕分けというもの


が付いて回ってくるということを考えると、たとえば文化・芸


術活動の振興といった時に計画としては、行政が管理している


施設の整備・充実というのを謳うのだが、実質的にそれが生か


されているかというのが仕分けの評価の対象になるので、そう


するとまちづくり指標の中にも施設の利用者数といったものを


入れて、後々これが役に立っているのかという評価に耐えられ


るような有効活用できる指標を入れていただいた方がいいので


はないかと思う。  


・いろいろな施設があるのはいいが、実際市民の利用度がどれく


らいあるのかなどが大切でただつくるだけでは意味がないとい


うことだ。反対に利用したくても施設がいつもいっぱいで利用


できないという話も聞くので、その辺りは統計的に市民に示す


のが一番わかりやすいという御意見かと思う。  


・「障がい者」「障がい児」「障がいのある児童」など言い方はいろ


いろあるが、まず表記についてはもちろん統一すべきで、「害」


に対し違和感があるというのは全国の障害者団体がいっている


ことでもあり、方向性として「障がい」ということで進めてい


きたいというのは非常に評価したいと思う。  


・この「障がいのある人たち（児）」をこの総合振興計画ではどの


ように捉えていくかということだが、前回は「障害児教育の充


実」ということで記載されている。今回は「魅力ある教育環境


づくりの推進」ということでＰ 121 の「個々の特性に応じた教
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育の推進」の中に位置づけてある。私の考えだがＷＨＯでも障


がいというのは個性という捉え方なので、前回のようないろい


ろな教育の中のひとつに障害児教育があるという形ではなく、


「個々の特性に応じた教育の推進」の中にあるのは個人的には


すごくいいと思う。そこで今現在行田市としての障がいのある


人たちへの教育についての方向性というのが、これでいいのか


どうかを教育関係者に専門家として御意見を伺いたい。「障がい


者教育」とか「障がい者との共生」とか「地域との共生」と私


はいっているが。  


・次に２点目だが、教育について「家庭教育」「学校教育」「社会


教育」とよく３ついわれるが、それと併せて「学力」「体力」そ


して「知力」とか「徳育」といわれる。私はその中の「徳育」


が人間社会に欠けていると思う。これは前回第４次では「心の


教育の充実」の中の「道徳教育の充実」の中にあった。第５次


は前回の第４次を必ず踏まえていると思うので、「道徳教育の充


実」が今回どのように取り扱われて、どのような取組みが行わ


れるのか伺いたい。私はこれからの人間力や徳育というのは藩


校サミットではないが、江戸時代の寺小屋みたいな文化・歴史


の中で行田市は歴史に学ぶものがあると思っているので、その


辺りの徳育に関して確認したいと思う。  


・３点目だが、これも第４次ではＰ 107 にあるので見ていただき


たいが、「学校の通学区・適正配置等の検討」というのがある。


御存知のとおり行田市は小学校区が 16 地区あるが現在 100 人を


切っている学校が星宮・須加・北河原の３校あって、北河原は


50 人を切っている。そして 100 人台の学校がさらに後２つある


ということで、今後学校をどのように整備していくかというの


を、本来であれば地域を巻き込んできちんと方向性について議


論すべきだがなかなか難しい。第４次ではきちんと「学校の通


学区・適正配置等の検討」という形で「教育環境の整備」に出
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ていたので、第５次でも一番高い所でそれに触れておかなけれ


ばと思う。逆に今回の計画でその辺りにも触れているところが


あれば伺いたい。  


・今の学校の適正配置については、市の方でも専門の審議会で答


申がなされているところである。またそちらでは大局的な面か


らいろいろな小中学校、特に小学校の教育施設についてアンケ


ートを取っており、その中でやはり市民の皆さまが学校の配置


についてどうしたらいいか、統合したらいいか、存続して住宅


を増やして子どもを増やすような施策に転換した方がいいかな


ど、そういう審議をかなり進めていると思う。第５次総合振興


計画の中で具体的に細かなことで示すのは、既に進んでいるこ


とを考慮すると困難な面が多分にあろうかと思う。  


・それから先ほど「徳育」の面について話されたが、特にこれは


教育委員の間でも、マスコミ等でも話題になるが、道徳を中心


とした「徳育」に力を入れてきているようであり、細かな部分


については今でも委員を中心として毎回検討がなされていると


思う。  


・それから障がい者についても、関係団体の方の意見をというこ


とであったが、これは福祉部の方でもちろん関係部署・団体と


は常に接点を持って協議しているので、細かな点についてはわ


かる範囲で結構なので事務局よりお答え願いたい。  


・順番が前後するかもしれないがお答えする。まず徳育関連に関


しては個々細かな取り組みになると思う。そういった中で政策


の２「生きる力のある子どもをはぐくむまちをつくる」はまさ


に徳育の考えを盛り込んで考えた。「心身の健康づくりと体力の


向上」の中で「豊かな人間性や社会性をはぐくむ心の教育の充


実を図ります。」ということで表現しているので、委員のいわれ


る徳育という観点も踏まえていると御了承いただきたい。  


・次に障がい者の関係だが、会長がいわれたとおりなのでお願い







 12 


 


会 長  


 


 


委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


会 長  


委 員  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


したい。学校関連についても同様である。  


・委員、行田市は全般的に子どもの数が減っているのだが特に小


学校の人数が尐なくなっており委員より再度御提言があった適


正配置についてどのように考えるか伺いたい。  


・実際人数が尐なくなると複式学級といって２学年がひとつの教


室で学ぶ編成の決まりがある。そうなってしまうとどう考えて


もやはり学習上は支障があると思う。私も何度か複式学級を視


察したが、たとえば５年生と４年生の複式学級とすると５年生


の授業の間は４年生は自習ということになるので、これは子ど


もたちにとって大変厳しいと感じた。北河原小学校はすでにそ


ういう状況に数的にはあるが子どもたちの大きな負担にならな


いように、市の教育委員会から派遣された先生が算数や国語の


時間には補助に入って別の部屋で指導できるよう配慮している


状況である。ただ２つに分けても尐ない人数にかわりはなく、


できれば 20 人～30 人の多すぎず尐なすぎない状況で学習がで


きるのが理想である。これからは学力だけでなく基礎的な人間


性もはぐくめるような状況に持っていってあげたいとは思って


いる。  


・ありがとう。他に何かあるか。  


・先ほどの委員と重複する部分があると思うが、「文化施設の整


備・充実」のところで、今まで文化施設の整備・充実というと


そこに展示するものに力を入れるという考えだったと思うのだ


が、本来はもうひとつそこに見えた方たちをおもてなしするソ


フト面での施設の充実があると思う。細かい話になるが、今の


郷土博物館がいい例になるが入るとすぐ右側に受付があって、


同じ列に大きな管理室がある。郷土博物館にきた方はもちろん


展示物が目的だが終わった後に尐し休みたいというのがあると


思う。そこであのような立派ないいところを管理事務所に使わ


ずティールームにしてコーヒーが飲めるような施設につくりか
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えることができないだろうか。それも今後のひとつの充実点に


なると思う。  


・結局この間も話があったように観光客は行田には結構くるのだ


が、そういう方々が休んだり、土産物を買ったりするところが


ないということがある。この後、下に降ろした時に重点的な施


策で細かな部分が出てくると思う。  


・私も細かな点になるが、「歴史・文化を生かしたまちづくりの推


進」というところで２つの施策があるが、先月９月に青年会議


所の事業で忍城を会場に結婚式をするというのをやった。ここ


にも活用という文字が出ているが、市民の方にもっと気軽に足


袋蔵であったり、施設であったり、文化遺産など利用できるよ


うになればふるさと意識も醸成されると思う。そういう文言を


「ふるさと意識の醸成」のところに入れてもいいのではという


意見だ。  


・いろいろ城下町として市民が気軽に参加できるイベントができ


るように、そういった面も取り入れてもらいたいということだ


が、これは先ほども申し上げたように大綱の下にこの施策をど


う行うかというのがこの後細かく出てくると思うのでお願いし


たいと思う。貴重な御意見ありがとう。  


・他に何かあるか。  


・Ｐ 122 に「安全で快適な学校づくりの推進」というところがあ


る。ここの現状と課題で「子どもたちの安全」「学校の設備の安


全」「地域での安全」は認識されているが、先ほどの「小学校区


の配置の適正化」についての認識がここにはない。３「安全で


快適な学校づくりの推進」のところできちんと認識していただ


くことを、しつこいようだが大変重要なことなので強く要望す


る。  


・今の委員の意見もかなり重要だと思うので承っておきたいと思


う。  
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・他にあるか、よろしいか。  


・次に進めるがまたお気づきの点があればその都度伺いたいと思


う。  


・「はぐくみ」の分野におけるただいまの御意見については、幅広


い取り組みになろうかと思われるが、今後の充実した取り組み


とともに成果を期待する。  


・続いて、「ふれあい」の大綱について、事務局に説明をお願いす


る。  


 


（２）第５次行田市総合振興計画基本計画（原案）について  


   「ふれあい」  


 （資料に基づき事務局より説明）  


・ただいま事務局より説明があった。  


・「ふれあい」の分野については、市民との協働、地域コミュニテ


ィ、人権、男女共同参画、平和活動をも含めた交流活動と５つ


に対してそれぞれの政策を展開する体系としたようである。  


・これら５つの政策は、そのすべてが行政という枠にとどまらず、


社会が理想とする姿という観点から見ても、根幹となるべく重


要な政策かと思う。その中でも、今後の市政を展開していく上


では、市民と行政が自主自立のもとに協働を実現するための政


策や地域コミュニティの確立を目指すための政策については、


８つの大綱すべての命運を握っているといっても過言ではない


ほどの重要性を担っているのではないか。  


・続く３本の政策については、人権問題、副会長の専門分野でも


ある男女共同参画、交流活動を体系立ててあるが、現時点での


市民意識は残念ながら低いのが現状でもある。このことを踏ま


えた上で、また、「ふれあい」全般にわたって効果をもたらす御


提言及び御意見をどうぞよろしくお願いしたいと思う。  


・細かく考えると難しくなるので大まかな点でこういう方向とい
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うことで皆さまからいただいた御意見を大雑把にまとめた。こ


の後の会議で各専門分野で細かな部分は出てくると思う。  


・Ｐ145 政策２「コミュニティ活動が活発なまちをつくる」の「コ


ミュニティ活動の活性化」の施策②「コミュニティ活動の育成・


支援」の３番目に「地域活動を行う団体に対しては、自立を目


的とした補助金の交付をはじめ、アドバイザーとしての職員派


遣などの人的支援を推進します。」とあるがこの補助金という言


葉についてどういう理解を事務局ではしているのか考えを確認


したいと思う。  


・Ｐ 151 政策５「交流活動が盛んなまちをつくる」は非常に評価


したいと思う。施策①「平和事業の推進」とあるが、第４次に


は平和という言葉がなかった。しかし唯一の被爆国であり、平


和都市宣言も、非核都市も宣言しているので平和事業はぜひ入


れてほしいということで、これは入れる場所が難しかったと思


うが①に入れていただき非常に評価したいと思う。②地域間交


流の推進の２番目に関して、「従来から交流のある近隣都市との


連携を維持しながら、新たな都市との交流の拡大に努めます。」


とあるが、田んぼアート、グリ－ンツーリズム、都市農山村交


流など行田市は長野や青森などにいかなくても素晴らしい首都


圏という何千万の農の交流する場所があるので、この「新たな


都市」という表現ではなくもう一歩踏み出した首都圏などの表


現を入れていただければと思う。  


・ただいまの御意見に対して、まずコミュニティの分野で「地域


活動を行う団体に対しては」というところだが、これは地域活


性化を目的として取組みはじめたばかりの事業で、地域の方々


による地域おこしを目的として今後さらなる充実が求められる


ところである。とある団体が見守り活動をはじめ地域で安心し


て暮らせるためのさまざまな事業を展開してが、市が団体に求


めるものは自らの自立が大前提である。お金にしても人材にし
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ても自分たちの力で事業を成し遂げてこそ団体の確立がなされ


ると思う。そういう意味で「補助金の交付をはじめ」とここに


入れたが、団体の育成・自立を目的とした補助金の交付は、当


然期間限定という考えでいる。ここに謳ったことについては、


これまでの補助金以上に団体の確立を目的としたものであると


いうことで御理解いただきたい。  


・続いて交流活動の部分での、「新たな都市との交流」をもう尐し


違った表現でということだったが、首都圏やグリーンツーリズ


ムに関わる県外の都市などの限定はあえてできないと考える。


従って「新たな都市」に今委員がいわれたような考え方を含め


た表現ということで御理解いただきたい。  


・首都圏も含めたという事務局の考えならば「新たな都市」とい


う表現でいいではないか。細かい部分で立ち上げればいいので


大枠はこれでいいと思う。  


・他に何か御提言などあるか。この部分についてはよろしいか。  


・「ふれあい」の分野については、まさに人の気持ちに響く政策の


推進が求められるところかと思う。ぜひとも的確な取り組みを


お願いしたいと思う。  


・続いて、いよいよ基本計画の最後の大綱となる「信頼」につい


て審議をしたいと思う。それでは事務局に説明を求める。  


 


（３）第５次行田市総合振興計画基本計画（原案）について  


   「信頼」  


（資料に基づき事務局より説明）  


・「信頼」の大綱について事務局より説明があった。この大綱につ


いては、“行政経営”という考え方のもと、将来にわたる健全な


財政運営や行財政改革全般の考え方を示した政策としたものが


ひとつ。さらに“行政はサービス業である”という考え方のも


とに、行政サービスや組織・職員の活性化を示した政策でまと
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めあげたようである。  


・現在に至るまでの間、市では積極的に行財政改革を推進し、健


全な財政運営や市民ニーズに対応した事務事業の展開を図って


きたかと思うが、地方自治体に対する先行きの不透明な国の政


策展開などの影響により、今後においてもより気を引き締めた


行財政運営が求められることは日を見るより明らかだと思う。  


・また、続く２つ目の大きな政策展開については、市民が市役所


と接する上で、一番身近に市役所を感じ印象を決定付ける大切


な部分かと思われる。さらにこの政策については、市に対する


親しみと信頼こそが、基本構想に掲げた大綱の概念図にあるよ


うに、幹ともなる重要なものであることを念頭に推進を望むも


のでもある。  


・それでは、安心・安全の全般について皆さまの御意見をいただ


ければと思う。  


・今基本計画を立てておりここにさまざまな指標が出ている。こ


の後実際事業を立てて実施していくが、それに関しては毎年、


５年おきなどにいろいろ評価をしていくと思う。その評価事業


については計画のどこに入るのか。基本計画の項目の中に満遍


なく散らばっていると考えるのか、それとも最後の「市民に期


待される信頼のまちづくり」の中の行政の在り方としてきちん


と自分で自己評価していますよというのが入るのか伺いたい。  


・評価について現在行田市では課長級以下の職員に自ら目標を掲


げさせており、課長がその人の独自の目標を年度の終わりに相


対してどのくらいできたか、来年度はどのようにした方がいい


かなど、そのようなことをしているという報告は受けている。  


・今会長がいわれたのは行政職員の評価だと思うが、この計画そ


のものの評価となると今までたくさん出てきた指標を毎年度調


査していかなければならない。その調査にかかる事業というの


はこの計画でいうとどこに入るのかという質問である。付け加
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えるとだいたい事業仕分けで突付かれるのは、いろいろな調査


を委託してろくでもない調査の報告書が出てくるということ


で、つまり行政としてきちんとここで謳ってあげるという形を


取るのか、もしくは当然のことなのでそれは盛り込んでいると


いうことでの理解でいいのか。  


・指標の中のかなりの部分に市民意識調査の満足度が盛り込まれ


ており、この中でいうとＰ 142、Ｐ143 の広報広聴活動の中に入


ると思うが、ここで３年あるいは４年に１回市民意識調査とい


うのを広聴の位置づけとしてやっている。これは直接記述には


ないがひとつの大きな評価指標の検証になるかと思う。またこ


の基本計画は 10 年のスパンだが５年目で一度踏みとどまって、


そこで全体の計画について何らかの検証をしていかなければな


らないと思っている。  


・私も多分その広聴活動に入るかと考えていた。そこには最後の


信頼の項目における市民に期待されるという期待についてもそ


こで調査をして御意見を伺うというイメージでいいか。  


・そのように御理解いただきたい。  


・ありがとう。他に何かあるか。  


・大きなものが何かひとつ欠けているのではないかと思う。政策


１では財政の問題が書かれているが「安定した」など収入の面


を捉えている部分が大きく、収入を確保したいというのが見え


ている。それに対して一番肝心な支出の方、行政改革の面が尐


し薄らいでいると感じるのでそこにウエイトを置くべきではな


いかと思う。１年間の支出として建物の維持管理費が大きな支


出となっており、行田市にはいくつもの大きな公共施設があり


その運営管理費が相当ウエイトを占めているのではないかと思


う。必要がなくなったものは壊すというスクラップが入ってい


ないのではないかと思う。何でもつくったらすべて維持してい


くのであれば維持管理費は減らないという観点も見ていただけ
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ないかと思う。  


・今委員から特に行財政改革の部分で収入の面はいろいろとある


が、支出の面についてもう尐し強くいっていいのではないかと


いう御意見があった。Ｐ 161 で効率的な組織運営ということで


出ているが、今の御提言に対し事務局いかがか。  


・非常にもっともなことだと思う。歳出の削減は当然だが、事務


局の考えとしてはＰ 155 の「選択と集中の考え方」というひと


つの表記にすべてを凝縮させていただいた。これはまさに委員


がいわれるように時代のニーズに適さなくなったものは、事業


や建物に限らず見直しを徹底的に図っていきその上で将来を見


据えた行財政運営というのが成り立つと思うので、委員の御提


言については選択と集中にすべてを込めたという考えである。  


・他にあるか。  


・第５次のＰ155 と第４次のＰ137 のところだが、「経営感覚を備


えた市役所（行政）」ということで、Ｐ 156 の現状と課題で「経


営資源をいかにマネジメントするかが重要」とあるように私の


理解としてはここのキーワードはマネジメントだと思う。しか


し先ほど委員からもあったようにＰ 155 の主な施策①②③では、


厳しい言い方のようだがマネジメントになっていないと思う。


第４次のＰ 137 の（２）評価システムの導入では「市民にわか


りやすい透明な行政改革を一層進めるため事業実績、費用対効


果等客観的に把握できる評価システムを導入します」と透明性


の高い財政運営が謳われていた。今回主な施策の③にあるバラ


ンスシートや行政コスト計算書という新しい表示が今年の６月


にできた。ただしそれをどのように見てどのように評価してい


くのかというまさに評価システム、評価する制度、さらに市民


目線が入って評価される第三者評価という評価システムをどの


ようにしていくかの考え方がすっぽり抜けている。①②③の主


な施策の中に市民を含む第三者評価システムなど評価システム
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について入れていただきたい。委員の皆さまの御意見もお聞か


せいただきたいと思う。  


・それからＰ 161、「組織の活性化と職員の育成」の②「人事管理


の充実」だが、これはやはり行財政改革と同時に、これからは


経営体の根幹を動かしている、人をどのように評価しどのよう


に配置していくかが非常に重要である。また「公正かつ客観的


な人事評価の取組みをさらに進め、実績評価、職務遂行能力評


価に基づく人事管理を推進します。」とあるがもっと多面的な人


事管理があるので、この実績評価、職務遂行能力評価に基づく


人事管理を推進するだけでは、これからの人事管理にしては言


葉足らずである。「を含めた」「等」を活用しこれだけではない


ということを人事管理の担当者の方でも認識はしているのでぜ


ひ一番上のところで記入してほしいと思う。  


・さらにもうひとついうと、適正な財政管理の運営ということで


第４次の方ではＰ138 に財政力指数の過去 10 年間の推移がある


が、第５次ではこれからどうしていくのかというのがＰ 155 の


まちづくり指標で市税収納率、経常収支比率とこの２つしかな


い。このまちづくり指標についてはどういったものにしたらい


いかをもっと専門家に意見を聞くべきである。まちづくり指標


をどのようにするかによって経営感覚を問われるところもあ


り、これでずっと評価をしていくわけなのでもう尐し検討して


いただきたいと思うが委員の皆さまいかがだろうか。  


・今特に人事管理についてと指標についての意見が出された。結


局どのように細かく示していくかということかと思うが、当然


細かなことは必要だが今ここの大綱で並べるのはいかがという


気がする。事務局はどう扱っていくか。  


・まずまちづくり指標については一番先に説明したが、何もここ


に掲げたものがすべてではない。これを考慮する上で経常収支


比率などの他にも財政力指数や、財政面に関する指標はさまざ
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まなものが出てきた。言葉が足りないかもしれないが、この経


常収支比率で示した方が行田市の財政の状況が分かりやすく伝


えることができるものと考え、この経常収支比率を特化させて


指標とした。また、財政面については行政の財政計画やバラン


スシート等も含め毎年度財政を診断する上で必要な細かな指標


はすべて公開している。ここに載っているものがすべてではな


く財政の体力を示す上であえてわかりやすいものを持ってきた


ということで御理解いただきたいと思う。当然ここの資料のみ


ならずその他のまちづくり指標も相当数出た中でわかりやすい


ものとして代表的なものを掲げたが、個々の診断をする時には


すべてを網羅する目安になるものを含めて診断して参りたいと


考えている。  


・人事管理については当然のことながら現在は実績や能力に限ら


ずその他の分野も含めた中で人事管理を行っている。  


・評価システムについては基本構想でもお話したが当然のことな


がら推進は必要だと思っている。これは市民とともに進める計


画であるので、市民の意見募集や情報公開、さらに個々の事業


を推進していく上で事業によっては委員会等も構成している。


このように第三者の視点を入れた中で全体的な評価を行ってお


り当然大切なものであると考えている。事務局としては情報公


開というのはここに含めた中で考えさせていただき、評価とい


うのはマネジメントの確立という表現とした。情報公開とそれ


ぞれの事業を推進していく上での委員会での協議、市民意見の


募集による市民の皆さまの評価、それらをすべて総括した上で


全体的な評価と考えている。すでにそれを総合的に踏まえた上


で推進は行っているものと考えている。  


・今説明をいただいたが委員の皆さまの意見も伺いたい。たとえ


ば先ほどいろいろな指標があるけれどあえてわかりやすいこの


２つにしたという話があったが、昨年から法律により義務づけ
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られた健全化比率という４つの指標がある。法律に基づいた根


拠になる４つの指数があるのに、これを除いたというのは逆に


市民を馬鹿にしているというか、これひとつでわかりやすいか


らという理由では私は納得できない。正確な名称はここではわ


からないが、公債費比率や将来負担比率など重要な４つの比率


があるので、それをきちんと出していくのが市民に対する責任


であるし、わかりにくいのなら市民が勉強していくのが大事だ


ということでぜひ考えていってほしいと思う。これは評価なの


で公表することがイコール評価というのは全然違うことだし、


どう評価していくかというのは行政には内部評価があるが非常


に甘くこれは機能しない。そこで市民の評価なり専門家の第三


者の評価があるわけなので、きちんとした評価システムの確立


や評価制度の導入の検討など謳ってなければ、せっかくバラン


スシートや行政コスト計算書をつくっても見方がわからないと


いうことにも陥りかねないので、まちづくり指標に関してはも


う尐し議論をもんでいただきたいと思う。  


・まず、評価を行う第三者の視点は大切と考えるが、その方々に


も相当な知識が求められるのではないか。まちづくり指標につ


いてだがいろいろな指標を考える上で財政とも十分協議した。


今後、地方に対する交付税などそういったものがどうなるか正


直全く読めない。その中でそれぞれの指標を出す上で現状値と


して捉えることはできるが今後の 10 年間の国の地方に対する


政策などが読めない中で目標値を立てることは非常に困難であ


る。当然財政を推進していく上では行政としての今の数字を維


持するなどの目標はあるが、細かな何％という数値で示すこと


が非常に困難なのである。委員からお話があった他の指標につ


いては、分かりやすく公開という形で市民の皆さまにお示しし


ていこうと考えている。委員の意見も理解しているが、目標値


として明確に示すことが今の行田市単独の力ではできないこと
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も御理解いただきたい。財政力指数にしても行田市の努力だけ


ではどうにもならない部分がある。これは景気等にも左右され


るものであるので目標値として無責任な数値を掲げるわけにい


かない。先を読むことが困難なものもあることを御理解いただ


ければと思う。  


・単年度的にはいろいろ決算をして市民の皆さまに市報を通して


財政力の指数や公債費比率、健全化比率等をお知らせしている


が、10 年後の目標ということで特に先ほど私も挨拶で申し上げ


たが国の方針がはっきりと決まらない今、非常に迷走というか、


財源がないということでいろいろ仕分けして、余っているお金


を集めるなどやっているのだが、それも一回きりなので、今度


は消費税をどうするかといった大きな根幹に関わるような問題


もある。国の方で明確に打ち出していただければ地方としても


目標が立てやすいかと思うがその点は御理解を願いたいと思


う。  


・他に御意見のある方はいるか。  


・今の事務局のまちづくり指標に関しては恐らく目標値は難しい


と十分承知した。それならば平成 18 年に合併して 10 年間の合


併特例債ということで飴とムチといわれるが、今飴の政策が先


行している。しかし 10 年後には交付税措置がなくなる。平成


27 年度からなくなるわけだ。今は交付税に頼っていられるのだ


が、10 年後にはそれはなくなるのだ。そういうことも含めてど


うしていくかを市民の皆さまに一番上の計画で方向性を示し自


主財源の確保に努めるとか、まさに行政体として自立していく


時に評価は非常に重要なのである。確かに目標は書けないとい


うのは実際細かくすればするほどその先は書けないというのは


わかった。努力目標は書きやすいからいっぱいあったが、本当


に経営感覚でいった場合に書けないというそれだけ厳しい数字


なのだ。百歩譲ってなかなか難しいのはわかるがやはり評価シ
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ステムを導入していくとか 10 年後交付税が切れた時に自主財


源として自立したまちをどういう風につくっていくのかという


ことをきちんと謳っていただかなければというのが私の意見で


ある。  


・今委員からそのような意見が出された。それに対して他の委員


の御意見はいかがか。  


・あくまでこれは基本計画原案ということの中でこの政策１「経


営感覚を備えた市役所（行政）をつくる」が基本なので、実施


計画の中において先ほど委員がいわれたように交付税措置が切


れた時にはどのような施策、改革、財源の確保をしていくかと


いうことを３年ごとの見直しや実施計画の中でやっていけばい


いのではないかと思う。  


・他に委員からの御意見はいかがか。事務局でまとめてお願いし


たいと思う。  


・いずれにしても先行きがかなり見えないというのが実情だと思


う。民主党に政権がかわって国も今年度については借金をして


予算を編成しているので来年がどうなるかはっきりしない。行


田市においても１年２年先も見えない状況である。今ちょうど


３か年のこの下位に位置する実施計画のヒアリングが終わって


編成している時期である。この後新年度予算を各課に提出して


いただき、単年度予算の編成にあたっていく時期であり、交付


税や市民税も不透明で国からどのくらいお金がくるのか、ある


いは国が交付税にかわってどのくらい借金をしろといってくる


のか、尐し先もあまりよく見えない状況である。いずれにして


もいただいた御意見は貴重なものなのでもう一度よく事務局で


検討してまとめて参りたいと思う。  


・ありがとう。貴重な御意見が委員から出された審議会になった。


よろしいか。  


・Ｐ 141 のところだが、②「市民参画システムの確立」とありこ
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の中で「幅広い市民参加を得るため」とあるが参画と参加では


全然違う。参加は先ほどのＰＤＣＡサイクルのどこから参加し


ても参加なのだが、参画は必ず当初の段階である「Ｐ」から参


加するということなので「幅広い市民参画を」にしていただき


たいと思う。  


・今参画と参加についての御意見があったが、これはあえてこの


ように「市民参画」「幅広い市民参加」と分けて表示させていた


だいたのである。事務局より理由を説明していただく。  


・この３つをすべて施策として総合させたものが市民参画である。


そして施策にぶら下がる個々のものを謳ったものが参加という


形になっているわけだ。委員がいわれることは当然だが参画は


スタートからであり、そのスタートを確立するためにＰＤＣＡ


サイクルの構築である。途中参加という考え方は本計画では考


えていない。ここでは参画の確立が大事で、これが目指すべき


大きな施策になっているということで御理解いただきたいと思


う。  


・貴重な意見に感謝する。  


 


議事の終了  


・それではこれで本日予定していた「はぐくみ」・「ふれあい」・「信


頼」の審議を終え、基本計画で掲げた８つの大綱について、す


べて審議を終了とさせていただく。貴重な御意見を多数いただ


きありがとう。  


・次回の審議会では、市民会議などで提言された重点計画を基本


とし、基本計画全般を横断的に捉えることでさらなる効果を上


げるために作成した重点計画案についての審議を予定してい


る。  


・また、前回審議会で皆さまから一任していただいたが、私と副


会長で現在答申書の策定を進めているので、そちらについての
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審議もお願いできればと考えている。予定では次回会議を持っ


て、本審議会もひとつの区切りを迎えることとなるが、どうか


最後まで御協力のほどよろしくお願い申し上げて、会議の進行


を事務局へお返ししたいと思う。  


 


 


＜終了＞  


 





